
新居浜都市計画道路の変更に関する住民説明及び意見陳述会の開催について

凡 例

都市計画道路 継続

都市計画道路 変更

3・5・22西原松神子線について、
現行の道路構造令（令和２年４月改訂）に基づき、下記のとおり幅員を変更します。

① 3・5・12新居浜駅菊本線との交差点～敷島橋：W=11m→15m
②敷島橋（橋梁部） ：W=  9m→14m
③敷島橋～県道新居浜東港線との交差点 ：W=11m→15m
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